
宇都宮市カーボンニュートラルロードマップ（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

⑴ 意見の募集期間    令和 ４年 ８月 ５日（金）～ ８月２５日（木） 

 

⑵ 意見の応募者数    ４者（１名３団体） 

意見数   ３３件 

 

⑶ 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数   ３ １ ４ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，ロードマップに盛り込むもの １０件 

Ｂ 意見の趣旨等は，ロードマップに盛り込み済みと考えるもの ２件 

Ｃ 
カーボンニュートラルの実現に向けた施策事業の検討・実施

にあたり参考とするもの 
７件 

Ｄ ロードマップに盛り込まないもの ５件 

Ｅ その他，要望・意見等 ９件 

計 ３３件 

 

№ 区

分 

意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ Ｄ ≪Ｐ２≫ 

「わたしたち一人ひとりがいますぐ行動を起こし」 

 →個人の責任にすりかえるのではなく，個人や事業者

が脱炭素型の行動や選択を取ることができるような，社

会インフラ全体の抜本的で持続可能な変革こそが重要

ではないか。諸外国では，脱炭素社会への持続可能な移

行という表現がよく用いられる。 

本ロードマップは，まずは各

主体に我が事として捉え，取り

組んでいただくことを目的とし

て策定するものであることか

ら，策定の趣旨を鑑み，現状の

ままの記載とさせていただきま

すが，カーボンニュートラルの

実現に向けては社会インフラ全

体の大幅な変革も必要であるこ

とから，今後，施策事業を検討

していくうえでの参考とさせて

いただきます。 

 

 

 

 



２ Ｄ ≪Ｐ４≫ 

本市の現状と課題について，各分野別における具体的

な取り組みを追記することを提案する。 

【修文案】 

「表 温室効果ガス排出量」内に，分野別における具体

的な取り組みを明記する。 

産業部門においては，「環境負荷の低いエネルギーへの

転換」「コージェネレーションシステムの導入検討」「事

業用車両ＥＶ化及びＦＣＶ化」「建物のＺＥＢ化」等。 

 

当該ページは現状の温室効果

ガス排出状況について記載して

いる箇所でありますことから，

現状のままとさせていただきま

すが，分野別の個別具体的な取

組等については，今後改定を行

う「地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」の中でお示しする予

定です。 

３ Ｂ ≪Ｐ４≫ 

「栃木県の自家用車保有率全国第 2 位」：持続可能な

交通体系への転換がプライオリティが高いことがわか

る。この点をロードマップにおいて強調し変えていく必

要があるのではないか。 

 御指摘のとおり，自動車依存

度が高く運輸部門からの排出量

が多いことは本市の課題のひと

つであり，かつ今後の削減の余

地が大きい部分であることか

ら，本ロードマップにおけるプ

ロジェクトとして「スマート＆

ゼロカーボンムーブ」に重点的

に取り組むとしたほか，基本方

針や主体別の取組の中でも公共

交通の利用について記載をして

おります。今後，市民・事業者

に対し周知啓発を行っていく中

でも，効果的にお伝えできるよ

う努めてまいります。 

４ Ｅ ≪Ｐ５≫ 

 2013 年から 2019 年まで 6.9％削減傾向だが，具体的

な施策がなければ，このままの推移で，2030 年に

19.6％，2050 年に 42.6％と自然に削減していくとは考

えにくいと思う。そもそも，予定していた削減目標に至

らなかった理由は何か。 

 本市の温室効果ガスの削減率

が小さい原因としては，依然と

して自動車保有率が高止まって

いることや，世帯数（単身・核

家族世帯）の増加，経済成長が

順調（製品出荷額が上昇傾向）

であること等が考えられます。 

 

５ Ａ ≪Ｐ６≫ 

左下「歩いて暮らせるコンパクトなまちは，自然が身

近でにぎわっている」→「緑あふれるコンパクトなまち

は，歩いて快適に楽しくすごせる」のようにしてはどう

か。市街地の緑化率が低く，ヒートアイランド現象が起

きているため，緑を増やすことを強調してほしい。 

 御指摘のとおり，まちづくり

とあわせて緑化を推進すること

は，ヒートアイランド対策や省

エネ効果の向上への寄与も期待

できることから，御意見の内容

を踏まえ，修正いたします。 

Ｐ６に追記 

 



６ Ａ ≪Ｐ６≫ 

「公共交通ネットワークが充実し」のあとに，「自転

車も使いやすく」を入れてはどうか。（「自転車の町宇都

宮」を強調し，また使いやすくインフラを整えてほしい） 

 自転車を利用しやすいまちづ

くりについては，本市がかねて

から取り組んできた施策のひと

つでもあるため，御意見の内容

を踏まえ，追記いたします。。 

Ｐ６に追記 

７ Ｄ ≪Ｐ７≫ 

「これまで以上に，市民一人ひとりの意識・行動と社

会の仕組みそのものの両面から，抜本的な改革を図って

いかなければなりません」→「社会の仕組みを抜本的に

改革し，市民や事業者の意識・行動が変わらなければな

りません」にしてはどうか。 

 

社会の仕組みの改革と，個人

の意識・行動が変わっていくこ

とのどちらも必要なことと考え

ており，かつ，今回のロードマ

ップにおいては個人の行動変容

に重点を置いて策定しておりま

すので，現状のままとさせてい

ただきます 

８ Ａ ≪Ｐ７≫ 

カーボンニュートラルの課題と方向性 

地域ポテンシャルを活かした再生可能エネルギーの積

極的な導入・利用に次を追加する。 

 ⇒ 「卒 FIT の活用」 

家庭用太陽光の導入量が豊富

な本市において，卒ＦＩＴの太

陽光は大きなポテンシャルを有

しており，市民にとっても身近

な再エネでもあることから，御

意見の内容を踏まえ，追加いた

します。 

Ｐ７に追記 

９ Ｃ ≪Ｐ７≫ 

カーボンニュートラルの課題と方向性 

地域ポテンシャルを活かした再生可能エネルギーの積

極的な導入・利用について下記の文言を追記することを

提案する。 

【修文案】 

天然ガスを輸送する都市ガスインフラを中心に既存の

パイプラインを活用することで，再生可能エネルギーの

導入・拡大を促し，将来的に水素エネルギー・メタネー

ション設備を用いた合成燃料など新たなエネルギーの

利用を目指す。 

本ロードマップでは具体的な

記載はいたしませんが，メタネ

ーション設備を用いた合成燃料

の活用などは将来的にカーボン

ニュートラルに貢献する新技術

として，７ページ下部の【カー

ボンニュートラル（ＣＯ２排出

削減）イメージ図】「④天然ガス，

水素，バイオ，ＣＣＵＳなどの

活用」に含んでいるものです。

いただいた御意見は，今後，施

策事業を検討していくうえでの

参考とさせていただきます。 

10 Ｄ ≪Ｐ９≫ 

 かえる，つくる，育てる，の主体が，市民個人になっ

ていると読めるが，より変える必要があるのは，エネル

ギー，交通体系，市街地の緑化，循環型社会などの「社

会のしくみ」ではないか。 

 

№１同様，本ロードマップの

策定の趣旨を鑑み，現状のまま

とさせていただきます。 



11 Ｄ ≪Ｐ10≫ 

事業者，行政部門に落とす前に，まずそれぞれの部門

計画を入れることが必要ではないか。とりわけ運輸部門

が多いという宇都宮の特徴を考えても，運輸を思い切っ

て減らす対策を立てることが重要で，P22の運輸部門に

関する「スマート＆ゼロカーボンムーブプロジェクト」

などをもっと前に大きく掲げても良いのではないか。 

 法定計画である「地球温暖化

対策実行計画」においては，御

指摘のとおり部門別に温室効果

ガスを算定することがマニュア

ルで定められておりますが，本

ロードマップは，主体別に振り

分けた目標設定としておりま

す。部門別の数値については，

今後改定を行う「地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）」の中

でお示しする予定です。 

 また，御指摘のとおり運輸部

門の大幅削減に向けて「スマー

ト＆ゼロカーボンムーブプロジ

ェクト」を掲げており，こちら

については，今後このプロジェ

クトに基づき様々な施策事業を

展開していく中で，積極的にア

ピールをしてまいります。 

12 Ｃ ≪Ｐ12≫ 

 「～しよう」という表現が多いが，推奨程度で市民が

実際に導入するのか。推奨のみではあまり削減は望めな

いのではないか。例えば市民が建築資材には地元産木材

を活用して(P12)とあるが、より安い木材があれば地元

以外のものを使うことになるのではないか。市民のより

よい選択を支援するような条例や経済支援が必要で、市

民や事業者の後押しができるような政策を考え導入す

ることを、行政の取組に入れるべき。また市民や事業者

が取り組みたくなるような書き方にする方が望ましい

のではないか。例えば、○○という制度を利用すれば、

△△お得になりますよ!のようなシミュレーションなど

もわかりやすくてよいかもしれない。 

 例えば御案内をいただいた木

材活用については，県において

「とちぎ材の家づくり支援事

業」により県産木材を使用した

木造住宅を新築・増改築する建

築主に対して補助を行ってお

り，他にも，本市においては断

熱改修や太陽光発電設備などへ

の補助を行うなど，さまざまな

支援制度がありますが，本ロー

ドマップに記載したような内容

に実際に取り組んでいただくた

めに，行政としてどのような施

策事業を実施していくべきかに

ついては，今後，地球温暖化対

策実行計画等の中で具体的に検

討してまいります。また，今後

ロードマップの周知啓発を行っ

ていく中で，御提案いただいた

内容など分かりやすい周知に努

めてまいります。 

 



13 Ｅ ≪Ｐ12≫ 

 移動をエコで快適に とある。しかし、私たち大学生

は、ほとんど自転車や徒歩で移動しておりエコではある

が、アスファルトの上を日陰なしで移動するのは、暑く

てとてもしんどい。若い学生でも大変なので、大人や高

齢者、小さい子どもたちはもっと難しいだろう。Nature 

based solution の一環で、道に緑を増やし、自然の力

で過ごしやすい街づくりをしてほしい。トラムやまちの

あちらこちらにある駐車場なども同じである。コンクリ

ートでうめるのではなく、諸外国にみられるような、緑

の絨毯、緑のカーテンや大木をまわりに設置してはどう

か。大学のキャンパスは大木で木陰がたくさんあり、憩

いの場になっている。宅地、事業者、道路などもそのよ

うに開発業者等に義務付けてほしい。 

 

 

 

 街なかにおける街路樹やオー

プンスペース等の緑は，通行時

の日陰となるほか，市民の憩い

の場にもなるなど，良好な都市

環境の維持に貢献しています。

緑を活かした過ごしやすいまち

づくりを推進するため，いただ

いた御意見を参考にしながら，

効果的な緑の創出に取り組んで

まいります。 

14 Ｃ ≪Ｐ13≫ 

市民の取組 

「家庭におけるエネルギー消費量の削減」 

目標：▲４３％に具体的取組目標を追加する。 

 ⇒太陽熱温水器の普及 全住宅の○〇％ 

 ⇒地中熱利用の冷暖房設備の導入 全住宅の〇〇％ 

 

 

 

省エネに関する具体的な目標

値の設定は本ロードマップ内で

は行っておりませんが，今後改

定を行う「地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」の中で検討

してまいります。 

15 Ｃ ≪Ｐ13，14≫ 

住宅におけるエネルギー消費量の削減について、「持

ち家」と「賃貸住宅」のエネルギー削減ハードルが違っ

ているのではないかと考える。「自宅」というような一

般的な言葉を使うより、「持ち家」と「借家」に分けて、

それぞれ提案するほうが実行しやすいかもしれない。 

 御指摘のとおり，住宅の種類

のほか各人のライフスタイル，

家族構成等によっても，取り組

み方は千差万別であると認識し

ております。本ロードマップは

より多くの人に見ていただける

よう一般的かつ包括的な内容を

を記載しておりますが，今後，

広報紙やホームページ，出前講

座等さまざまな媒体を用いて周

知・啓発を図っていく中で，対

象に応じた効果的なＰＲ方法に

ついて検討してまいります。 

 

 



16 Ｃ ≪Ｐ14≫ 

 熱利用に関することがないが、太陽熱・地中熱はポテ

ンシャルも高く、明記すべき。そのための情報提供や政

策的支援（助成など）も必要。 

国内における太陽熱システム

の設置台数は減少傾向にあり情

報も少ない状況ですが，将来の

カーボンニュートラルの実現に

向けては重要な再生可能エネル

ギーのひとつであることから，

熱利用の効果的な事例や手法等

について，広く情報収集を進め，

周知してまいります。また，支

援策については今後，地球温暖

化対策実行計画等の中で検討し

てまいります。 

 

17 Ｅ ≪Ｐ14≫ 

 住宅周りに緑をもっと入れることが大切。宇都宮の中

でも、緑化が進んでいる町がいくつかあり、とても良い

印象がある。緑化条例のようなもので、新しく作る宅地

やマンション、道路、事業所はコンクリで埋めつくさな

い、緑を何重にも配置するなどを義務付ければ良い。緑

が多いとヒートアイランドが避けられ、結果的にも夏の

エネルギー需要も減らせる。 

 本市では現在，都市緑地法に

基づく緑地制度や，都市計画法

に基づく風致緑地，地区計画制

度などにより，緑のまちづくり

が進められています。緑は景観

の向上やヒートアイランドの軽

減に寄与するなど，多様な機能

を有することから，引き続き，

効果的な緑の創出に向け，取り

組んでまいります。 

 

18 Ｅ ≪Ｐ14≫ 

 ゴミ分別アプリがあったら、ゴミ分別に迷っている市

民たちも助かる。しかし、「さんあ～る」を知らない人

が多いのは残念である。app storeでこのアプリの評価

があまり高くないので、ダウンロードしたくないと思う

人もいるのではないか。 

 ごみ分別アプリ「さんあ～る」

については，平成 27年度の導入

開始以降，約 47,000人の方にご

利用いただいているところであ

ります。このアプリは，民間企

業が提供している既成の商品に

本市の分別ルール等を適用して

運用していることから，民間企

業と連携しながら，より多くの

方に利用いただけるよう，引き

続きホームページや広報紙など

様々な機会や場，媒体等を活用

した周知を実施し，多くの皆様

にダウンロードし，活用いただ

けるよう努めてまいります。 

 

 



19 Ｅ ≪Ｐ15≫ 

「スマートムーブ」について， 

現状、公共交通機関がその用をなさず、モータリゼーシ

ョンを助長している一因として、駅やバス停が出発地や

目的地からそれぞれ離れていることがあげられる。ただ

現実的に東京２３区のような、自家用車を不要とするほ

どの高度な公共交通網を整備することは２０５０年ま

でには不可能である。速やかな解決策として本市が県内

に先駆けて進めている電動キックボードの普及推進が

カギとなる。 

方法としては２つである。 

１つが利用者自身が公共交通機関に自前の電動キック

ボードを持ち込むことを全面的に許可する方法。 

２つ目が駅や停留所などに電動キックボードを据え付

けること。これらは、本市にとって新しい光景であり、

市民の意識の変革が必要である。そのため、参加者には

定期券付き totra を６か月分無償配布するなどインセ

ンティブが必要となるかもしれない。定量的に市内の慢

性的な渋滞緩和のメリットや新たな観光客を取り込む

経済規模と比べて検証することも必要であろう。 

 

 

 

御指摘のとおり，公共交通の

利用促進に向けては，駅やバス

停までの端末交通を同時に充実

させていく必要があると認識し

ております。電動キックボード

については今年度，市内におい

て，シェアリングサービス導入

に向けた実証実験を予定してお

ります。御意見の内容や実証実

験の結果を踏まえ，今後の取組

内容について検討してまいりま

す。 

20 Ｅ ≪Ｐ15，20≫ 

「自動車の EV化」、「電動車の導入と、充電設備の整備」

について 

導入が遅れている背景は車両自体の価格と、充電設備不

足が大きく、また内燃機関車に対する罰則が乏しいこと

も一因となっている。 

 

車両の購入補助は 2022 年度の東京都の補助金並みに増

額されたい。 

 

充電設備について、高速充電器の設置は今後も採算が合

わない見通しのため諦める代わり、自宅内の基礎充電設

備への購入補助を充実されたい。 

 

さらに内燃機関車に対しては、バスが通る片側２車線以

上の道路についてはバス・EV・FCV専用レーンとされた

い。 

 

国において 2035 年までに乗

用車新車販売で電動車 100％の

実現を目指すことが示されてお

り，メーカー各社においても電

動車の開発と価格の低廉化が進

んでいることから，今後，電動

車の導入は一定程度加速してい

くものと考えております。本市

では現在，個人向けのＥＶ導入

支援策として一律 20万円の補助

を行っておりますが，特に今年

度は申請件数が大きく増えてお

りますことから，次年度以降の

予算額や補助要件，補助額等に

ついて，国・県や他自治体の動

向も注視しながら，適切かつ効

果的な制度となるよう検討して

まいります。 



さらに、各事業所に対して、EV 車で通勤する従業員に

は事業所内駐車場で基礎充電ができるよう、設備導入に

補助を新設されたい。あるいは法人所有の EV について

は基礎充電設備を無償で事業所に設置させるなど補助

金の拡充を検討されたい。 

 また，本市ではＥＶ充電設備

に対する補助は現在行っており

ませんが，今後ＥＶ普及が進ん

でいく中で，国や県の動向も注

視しながら，戸建住宅や事業所

における充電設備設置の支援の

あり方について検討してまいり

ます。 

車線規制についても，今後の

ＥＶ・ＦＣＶの普及状況や他自

治体の動向を見ながら，情報収

集をしてまいります。 

 

 

 

21 Ｃ ≪Ｐ16≫ 

 「人にも環境にもやさしい職場で快適に働こう」の項

目では、断熱や LED化のみならず、建物周辺の緑化推進

に関する記述を追加してほしい。 

 御指摘の箇所は「かえる」の

アクションに基づく取組を記載

しておりますことから現行のま

まとさせていただきますが，事

業所における緑化の推進も必要

な取組のひとつと考えますの

で，御意見の内容を踏まえ，効

果的な緑の創出に向け取り組ん

でまいります。  

 

 

 

22 Ｅ ≪Ｐ16≫ 

「・太陽光発電…の設置検討を」について， 

現状、再生可能エネルギーの導入が進まないのはその発

電量の不安定さゆえの採算の悪さである。また発電しす

ぎた場合、九州電力などでは出力制御を行うなど、設置

事業者のインセンティブが削がれている。 

この主な原因は発電された電気を貯蔵する設備がない

ことである。解決策として２つがあげられる。 

１つ目は市内の EV は日中の駐車時に自宅もしくは事業

所にて基礎充電に接続してもらい、その間に出力されす

ぎた再生可能エネルギーを充電し、電力不足で節電要請

をするような時間帯には一定の割合でグリッドに戻す

ようなバーチャルパワープラント（VPP）を市で推進さ

れたい。 

本市では，自立分散型エネル

ギーの普及促進を目的として，

住宅向け太陽光発電設備と併せ

て蓄電池や，蓄電池としてのＥ

Ｖに対する補助を行っておりま

す。また，各市有施設にも再エ

ネ設備と蓄電池・ＥＶを設置す

ることについて現在検討を進め

ており，将来的にはこれらの再

エネ・蓄エネを活用したエネル

ギーマネジメントを実施するこ

とについて，地域新電力会社宇

都宮ライトパワー等と連携しな

がら推進してまいります。 



２つ目は水素に変換し、FCVへの供給に備えることであ

る。FCV は充填にかかる時間が EV と比べて大幅に短い

反面、水素ステーションは限定的で、本県には県南に１

か所しかない。場所については廃業したガソリンスタン

ドの跡地など、乗り入れのしやすい場所が最適であろ

う。FCV台数の少ない現時点では公設民営の形で進めら

れたい。 

再エネ由来の水素について

も，カーボンニュートラルに向

けた重要なエネルギーの一つと

認識しております。水素ステー

ションの誘致に向けては，交

通・物流分野や農業分野におけ

る水素利活用など，水素需要創

出の動向や，県とも連携しなが

ら取り組んでまいります。 

23 Ａ ≪Ｐ17≫ 

事業者の取組 

「排出削減に向けた国の取組み」について，別ページで

必要な取組みとして記載いただくことを提案する。 

【修文案】 

事業者の取組に具体的な事例のページを追加し，「排出

削減に向けた国の取組（一部抜粋）」において事例を追

加する。例えば，「業種間連携省エネルギーの取組促進」

「エネルギーの地産地消・面的利用の促進」の部分につ

いて，宇都宮市にある清原スマエネを例に面的利用のイ

メージを促す等。 

 事業者における取組事例につ

いては，本市が作成している「省

エネガイドブック」のほか国や

県においてもさまざまな事例が

取りまとめ公表されていること

から，参考情報として巻末にリ

ンクを掲載するほか，個別の事

例の掲載はしませんが，事業者

における省エネルギー策のひと

つとしてエネルギーの面的利用

に関するコラムを追加いたしま

す。また御提案いただいた清原

のスマートエネルギーセンター

の取組等，市内における好事例

などについても，効果的に周知

できるよう努めてまいります。 

Ｐ26にコラムを追記 

Ｐ27 に県・市の事業者向けガイ

ドブックのリンク先を追記 

24 Ｅ ≪Ｐ18≫ 

「「特定排出者」ではないからと言って脱炭素に取り組

まなくて良いわけではありません」について， 

現状、市内の事業者は地域経済を支える重要な存在であ

り、環境保護と利益追求のバランスに苦慮しているとこ

ろである。「図：脱炭素経営のメリット」ではイメージ

が先行し、いわゆる現世利益が不足している。本市の特

徴として第３次産業が多いので、植樹・植生などによる

CO2削減を目指してはどうか。例えば市街化区域内の敷

地で天然芝によって緑化した面積は固定資産税から免

除するなどの経済的インセンティブを与えてはどうか。

あるいは市保有地である小中学校や児童公園を芝生化

するなども考えられる。 

 中・小規模の事業者に積極的

に脱炭素経営に取り組んでいた

だくため，効果的なインセンテ

ィブの設定も含め，植樹・植生

などの取組について，御意見の

内容も参考にしながら検討して

まいります。 

 



25 Ａ ≪Ｐ19≫ 

事業者の取組 

P19が中・小規模の事業者における脱炭素化に向けた１

つの手段であることがわかるように，下記の表題を追記

することを提案する。 

【修文案】 

P19 ３行目 脱炭素経営に取り組む際には・・・の前

段に下記表題を追記 

＜脱炭素化に向けた取組ステップ（例）＞ 

 

 

 

 

御意見の内容を踏まえ，事業

者にとって分かりやすい内容と

なるよう，標題を追記いたしま

す。 

Ｐ19に追記 

26 Ａ ≪Ｐ19≫ 

事業者の取組 

「電化を促進する」を下記の文言に修正することを提案

する。 

【修文案】 

環境負荷の少ないエネルギーへの転換及び省エネ管理

の推進 

 当該箇所は，引用元である「中

小規模事業者のための脱炭素経

営ハンドブック」からの抜粋で

あるため現状のままとさせてい

ただきますが，電化が難しい分

野においてはエネルギー転換や

エネルギー利用最適化の視点も

重要であることから，御意見の

内容を踏まえ，下記の２文を追

記いたします。 

※エネルギー消費量の削減に向

けては，機器や設備の更新のほ

か，AI・IoTなどを活用し徹底し

た省エネ管理を推進することに

よって，消費エネルギーの最適

化を図ることも有効です。 

※可能な限り電化を進めていく

一方で，技術的あるいはコスト

の問題から電化が難しい分野に

おいては，まずは化石燃料から

都市ガス等の他燃料へ転換する

など，より環境負荷の低いエネ

ルギーを活用することも有効策

のひとつです。   

Ｐ19に追記 

 

 

 



27 Ａ ≪Ｐ19≫ 

事業者の取組 

業界別に記載している緑の吹き出しに「産業部門」を追

加することを提案する。 

【修文案】 

「たとえば産業では・・・」 

第６次エネルギー基本計画によると，我が国の産業・民

生部門の消費エネルギーの約６割は熱需要と示されて

おり，産業分野への働きかけが最も肝心です。具体的な

取り組みとしては，エネルギー転換があります。 

各分野におけるイメージを例に示すと，「某自動車部品

工場」では，工業炉で使用している灯油を都市ガスに転

換した場合，年間で 300ｔもの CO2排出削減に繋がりま

す。「某お菓子製造業」では，焼き機で使用している LPG

を都市ガスに転換した場合は年間で 190ｔの削減，ま

た，ボイラで使用している場合は年間 45ｔもの CO2 排

出量を削減します。「某セメント工場」では，ボイラで

使用しているＡ重油を都市ガスに転換した場合，年間

94ｔもの削減効果があります。 

燃料転換をするにあたり電化が困難な業種においては，

化石燃料から都市ガスなど他燃料へ転換するといった，

より環境負荷の低いエネルギーを活用することが期待

されています。 

№26 同様，燃料転換の必要性

について追記するとともに，い

ただいた御意見は今後の施策事

業の検討や事業者への周知啓発

を行っていく際の参考にさせて

いただきます。 

Ｐ19に追記 

28 Ｂ ≪Ｐ20≫ 

行政の取組 

「⇒市有地・市有施設に再生可能エネルギーを最大限導

入します」に次を追加する。 

・太陽熱利用システムを設置し、ガス・電気の使用量を

削減する。 

 

 

現行の「再生可能エネルギーを

最大限導入」の表記において，

太陽熱も含めており，活用可能

な再エネについて今後検討し，

最大限導入してまいります。 

29 Ｅ ≪Ｐ20≫ 

 行政の取り組みの「スマートムーブを実践します」と

いう部分に関して、「自転車の街 宇都宮」にも関連し

て自転車利用者が快適に利用できるような道路や置き

場所などの設備も整備してもらいたい。 

 自転車は，本市の特徴であり

重要な脱炭素モビリティのひと

つと認識しておりますことか

ら，自転車利用者に快適にご利

用いただけるよう，「第２次宇都

宮市自転車のまち推進計画」に

基づき，自転車走行空間や駐輪

場の整備に計画的に取り組んで

まいります。 

 



30 Ｃ ≪Ｐ20≫ 

 環境教育については、このページでしか触れられてい

ないことが気になった。どのように実践していくのか、

小中高大、市民や事業者、NPOや市民団体他との連携は

考えているのか、より具体的に書いてほしい。 

ロードマップで具体的な内容

に触れていませんが，環境教育

についてはこれまでも多様な主

体と連携しながら各種事業を進

めており，今後もあらゆる世代

に対しより良い学びの場を提供

できるよう努めてまいります。 

 

 

31 Ａ   ≪Ｐ20≫ 

 「再生可能エネルギー最大限導入・活用プロジェクト」

の項目では、電気のことだけでなく熱利用での再エネ導

入についても、もっと大きく触れてほしい。 

「地域ポテンシャルを活かし

た様々な再生可能エネルギー」

の文言は熱エネルギーも含めた

多様なエネルギーを想定して記

載していたものですが，３行目

「電力の脱炭素化」が電力に限

った記載となってしまっており

ましたので，「エネルギーの脱炭

素化」に修正いたします。熱利

用も本市に賦存する再生可能エ

ネルギー活用の手法のひとつと

して重要であることから， 導

入・活用に向け取組を検討して

まいります。 

Ｐ23を修正 

 

 

32 Ａ ≪Ｐ26≫ 

おわりに（推進体制）リード文に次を追加する。 

「また、定期的に進捗状況や課題を公表し市民・事業者

への参加協力を要請する。」 

または、 

「また、定期的に進捗状況や課題を市民・事業者と意見

交換する機会を設けていく」 

市民・事業者・行政が一丸と

なって脱炭素化に取り組んでい

くという本ロードマップの策定

の趣旨も鑑み，御意見の内容を

踏まえ，下記の文言を追記いた

します。 

また、定期的に進捗状況や課題

を公表し，市民・事業者のみな

さんと一丸となって推進してま

いります。 

Ｐ26に追記 

 

 

 

 



33 Ａ ≪Ｐ26≫ 

 推進体制について、全庁的に行っていくとあったが、

強いリーダーシップがないと、部署によって温度差が生

じ、進みづらいのではないか。また市民、事業者、大学、

NPO・市民団体、若者・女性などとの連携も入れてはど

うか。 

庁内推進体制については，全

庁的・部局横断的に取り組んで

いくため，市長を本部長とし全

部局長等で構成する推進本部を

設置したところであります。 

また，庁外の御意見を伺う場

として，宇都宮市環境基本計画

の諮問機関である「宇都宮市環

境審議会」を活用していく予定

であるため，その旨追記すると

ともに，その他の連携の在り方

についても今後検討してまいり

ます。 

Ｐ26に追記 

 


